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社会福祉法人酒田市社会福祉協議会 

役員選任規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人酒田市社会福祉協議会定款第１９条第１項の規定

に基づき、役員の選任について必要な事項を定めることを目的とする。 

（理事の選任区分等） 

第２条 理事の選任区分及び区分別定数は、次に定めるところによる。 

（１）住民自治組織            ５名以内 

（２）民生委員・児童委員協議会      ２名以内 

（３）社会福祉事業を経営する団体及び    

   ボランティア・社会福祉活動団体   ５名以内 

（４）関係行政機関及び学識経験者     ３名以内 

２ 前項の理事は、各組織の推薦を得て選任する。 

（監事の選任区分等） 

第３条 監事の選任区分及び区分別定数は、次に定めるところによる。 

（１）住民自治組織            ２名以内 

（２）税理士               １名 

２ 前項の監事は、各組織の推薦を得て選任する。 

（補則） 

第４条 この規程に定めのない事項については、理事会の決議を経て、会長がこれを

定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和５年６月２９日から施行する。 

 

 


